
市政に対する 一般質問

観光施策とにぎわいのまちづくり
　　　　　　 　⁄ 経費削減と働き方改革

○
は
ち
ま
ん
マ
ル
シ
ェ
と
軽
ト
ラ

朝
市
に
つ
い
て

問  

は
ち
ま
ん
マ
ル
シ
ェ
へ
の
出

店
者
や
来
場
者
が
減
少
し
て
い
る

と
感
じ
る
。
現
状
に
お
け
る
課
題

や
今
後
の
展
望
へ
の
考
え
は
。

答  

生
産
者
等
で
構
成
す
る
行
田

は
ち
ま
ん
マ
ル
シ
ェ
実
行
委
員
会

で
運
営
方
法
等
を
協
議
し
て
い
る

が
、
出
店
者
数
と
来
場
者
数
を
増

や
す
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

地
域
の
皆
様
か
ら
の
積
極
的
な
ご

協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
引
き

続
き
地
域
に
根
差
し
た
魅
力
あ
る

マ
ル
シ
ェ
を
開
催
し
て
い
く
。

問  

全
市
民
が
楽
し
め
る
軽
ト
ラ

朝
市
を
復
活
さ
せ
る
の
は
ど
う
か
。

答  

農
家
の
皆
様
の
参
加
意
向
や
、

は
ち
ま
ん
マ
ル
シ
ェ
と
の
関
係
性

を
考
慮
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

○
選
挙
投
票
時
間
の
短
縮

問  

投
票
日
の
選
挙
事
務
へ
の
従

事
時
間
を
減
ら
す
こ
と
が
、
経
費

削
減
と
、
職
員
の
働
き
方
改
革
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

答  

人
件
費
の
削
減
や
体
力
的
負

担
の
軽
減
に
資
す
る
が
、
投
票
所

の
開
閉
時
刻
は
公
職
選
挙
法
に
定

め
ら
れ
て
お
り
、
閉
鎖
時
刻
の
繰

り
上
げ
等
は
困
難
と
考
え
る
。

香 川 宏 行（令和研究会）

市役所が人口減少の一丁目一番地
となるために

問  

女
性
管
理
職
の
状
況
は
。

答  

直
近
５
年
間
の
主
幹
級
以
上

の
女
性
職
員
の
割
合
は
10
％
前
後

で
推
移
し
て
お
り
、
本
年
度
は

13
・
６
％
で
あ
る
。

参
考
　   

鴻
巣
市
　
30
・
７
％

　
　
　
　
加
須
市
　
24
・
２
％

　
　
　
　
熊
谷
市
　
20
・
７
％

　
　
　
　
羽
生
市
　
８
・
５
％

　
状
況
の
改
善
の
た
め
、
引
き
続

き
、
仕
事
と
家
庭
を
両
立
で
き
る

職
場
環
境
の
整
備
を
は
じ
め
、
女

性
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
へ
の

心
理
的
不
安
に
対
す
る
支
援
、
研

修
や
派
遣
な
ど
を
通
じ
た
人
材
育

成
、
女
性
活
躍
の
意
識
啓
発
な
ど

を
一
体
的
に
継
続
的
に
行
う
こ
と

に
よ
り
女
性
職
員
の
一
層
の
活
躍

を
推
進
す
る
。

問  

女
性
管
理
職
の
割
合
が
低
い

こ
と
に
よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
は
？

答  

女
性
管
理
職
の
ロ
ー
ル
モ
デ

ル（
考
え
方
や
行
動
の
模
範
に
な

る
人
物
）が
生
ま
れ
に
く
く
、昇
任

に
対
し
て
消
極
的
に
な
る
こ
と
や
、

多
様
な
視
点
に
よ
る
施
策
の
実
現

が
難
し
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、組
織
と
し
て
も
、多
様
性
、

柔
軟
性
に
欠
け
る
面
も
あ
る
と
考

え
る
。

小 野 寺 貴 男（蒼倫維新）

ネーミングライツの導入による
財源確保ついて 橋 本 祐 一（令和研究会）

問  

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
と
は
、

公
共
施
設
の
名
前
を
付
与
す
る
命

名
権
と
、
附
帯
す
る
諸
権
利
の
こ

と
で
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
な
ど
に
企

業
名
や
社
名
を
つ
け
る
こ
と
で
あ

り
、
公
共
施
設
の
命
名
権
を
企
業

が
買
う
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
。
施
設

の
維
持
管
理
費
の
軽
減
が
期
待
で

き
る
。
現
在
、
行
田
市
の
グ
リ
ー

ン
ア
リ
ー
ナ
に
空
調
設
備
を
導
入

す
る
事
業
が
令
和
８
年
度
完
成
予

定
で
進
め
ら
れ
て
お
り
、
空
調
が

整
え
ば
オ
ー
ル
シ
ー
ズ
ン
ス
ポ
ー

ツ
等
の
大
会
の
ほ
か
様
々
な
イ
ベ

ン
ト
が
利
用
可
能
と
な
る
一
方
で
、

経
費
の
増
大
が
予
想
さ
れ
る
。

　
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
導
入
に
よ

り
少
し
で
も
財
源
の
確
保
を
考
え

る
こ
と
は
ど
う
か
。

答  

来
年
度
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
及

び
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
に
空
調
を
整
備

し
、
利
用
環
境
等
の
向
上
を
図
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
契
約
内
容
に

よ
っ
て
は
施
設
の
運
営
や
利
用
に

制
限
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
既
に
実
施
し
て
い

る
他
の
自
治
体
の
事
例
を
参
考
に

導
入
を
調
査
研
究
し
て
い
く
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

○
公
共
施
設
で
の
喫
煙
対
策

⓫　ぎょうだ議会だより

議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

（市長提出議案）

（議員提出議案）

（動議）
令和7年3月19日　発言の取消しを求める動議が提出され、賛成多数をもって可決

議案
番号

会派名及び議員名

議案名

公明党蒼倫維新令和研究会 日本
共産党

小
林 

淳
一

議

決

結

果

駒
見 

行
彦

村
田 

清
治

小
林 

　
修

橋
本 

祐
一

福
島
と
も
お

町
田 

　
光

野
本 

翔
平

梁
瀬
里
司

香
川 

宏
行

大
屋 

　
彰

木
村 

　
博

田
中 

和
美

村
田 

秀
夫

斉
藤
博
美

岩
﨑 

　
彰

養
田  

英
雄

小
野
寺
貴
男

新 

　
諒
平

吉
田 

豊
彦

（賛成：○　反対：×）

※議長は採決に加わりません。（可否同数の場合は議長裁決となります。）

議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

第24号 可
決〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例

第26号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇

× ×

〇〇〇〇〇〇 〇行田市敬老祝金条例の一部を改正す
る条例

第28号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市手数料条例の一部を改正する
条例

第27号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市景観条例

第32号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇財産の貸付けについて
第33号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇市の境界変更について

第35号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市道路線の認定について
第36号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市道路線の廃止について

第25号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例

第29号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市都市計画下水道事業受益者負
担金条例の一部を改正する条例

第40号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市消防団員等公務災害補償条例
の一部を改正する条例

第34号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇境界変更に伴う財産処分に関する協
議について

第37号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇中学校教師用指導書等の取得につい
て

第30号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市企業職員の給与の種類及び基
準を定める条例の一部を改正する条
例

第31号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市非常勤消防団員に係る退職報
償金の支給に関する条例の一部を改
正する条例

第38号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例

第39号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例

第2号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市議会政務活動費に関する条例
の一部を改正する条例

第3号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市議会の個人情報の保護に関す
る条例の一部を改正する条例

第4号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市議会委員会条例の一部を改正
する条例

第5号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市議会会議規則の一部を改正す
る条例

（議）
第1号

可
決〇〇〇〇〇〇〇 〇〇

× × ×

〇〇〇〇

×

〇

×行田市議会議員の議員報酬、期末手
当及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例

提出議案とその結果


